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今
般
の
東
日
本
大
震
災
等
の
復
旧
・
復
興
に
お
け
る
硬
直
的
な
予
算
要
求
・
執
行
方
式
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

提 

出 

日   
 

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日 

答
弁
書
受
領
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

                 

 
 

東
日
本
大
震
災
及
び
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
を
受
け
て
、
こ
れ

ま
で
二
度
に
わ
た
る
補
正
予
算
が
編
成
さ
れ
、
今
後
も
、
補
正
予
算
及
び
本
予
算
の

編
成
が
行
わ
れ
る
こ
と 
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
時
で
あ
り
な
が
ら
も
、
あ

ま
り
に
も
硬
直
的
な
予
算
要
求
・
執
行
方
式
に
政
府
が
固
執
し
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。 

 

例
え
ば
、
福
島
県
で
は
第
三
次
補
正
予
算
で
、
「
福
島
復
興
再
生
基
金
」
の
造
成

を
希
望
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
つ
の
事
業
と
し
て
、
福
島
県
立
医
大
に
お
い
て
「
放

射
線
医
学
県
民
健 

康
管
理
セ
ン
タ
ー
整
備
」
事
業
を
要
望
し
て
い
る
。
当
該
事
業

予
算
は
政
府
か
ら
県
の
一
つ
の
基
金
造
成
に
充
て
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

予
算
要
求
の
窓
口
は
、
そ
の
「
所
掌
事 

務
」
に
応
じ
て
、
本
部
・
デ
ー
タ
セ
ン
タ

ー
及
び
創
薬
・
治
験
部
門
は
経
済
産
業
省
、
早
期
診
断
部
門
（
放
射
線
関
連
を
除
く
）

は
厚
生
労
働
省
、
放
射
線
関
連
の
診
断
部
門
及
び
教
育
・
人 

材
育
成
部
門
は
文
部

科
学
省
と
、
三
つ
に
分
離
さ
れ
て
お
り
、
地
元
関
係
者
は
災
害
対
応
に
追
わ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
つ
の
省
に
要
請
・
説
明
す
る
と
い
う
煩
雑
さ
を
強
い
ら
れ 

て
い
る
。 

 

ま
た
、
議
員
立
法
で
成
立
し
た
「
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係

る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
第
十
四
条
に
基
づ
く
「
原
子
力
被
害
応
急
対
策
基

金
」
に
つ
い
て
も
、 

当
時
の
野
田
財
務
大
臣
か
ら
七
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
東
日

本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
で
は
第
二
次
補
正
予
算
の
予
備
費
や
第
三
次
補
正
予

算
で
「
適
切
に
予
算
措
置
対
応
さ
せ
て
い
た
だ 

き
た
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
省
は
縦
割
り
に
よ
る
硬
直
的
な
予
算
執
行
・
要
求
を

求
め
て
い
る
た
め
、
い
ま
だ
そ
の
実
現
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
縦
割
り
に
よ
る
硬
直
的
な
方
式
は
、
予
算
要
求
時
だ
け
で
は
な
く
、

執
行
か
ら
会
計
検
査
に
至
る
ま
で
影
響
す
る
問
題
で
あ
り
、
特
に
、
災
害
復
旧
・
復

興
の
た
め
の
基
金
事 

業
な
ど
長
期
間
の
詳
細
な
支
出
計
画
を
、
限
ら
れ
た
期
間
で

積
み
上
げ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
予
算
計
上
後
の
柔
軟
な
流
用
が
求
め
ら
れ
る
予

算
に
つ
い
て
は
大
き
な
問
題
と
な
る
。
通
常 

の
予
算
要
求
で
は
な
く
、
災
害
復
旧
・

復
興
と
い
う
非
常
時
に
お
い
て
も
硬
直
的
な
予
算
の
要
求
・
執
行
方
式
に
固
執
し
て

い
る
現
政
権
の
姿
勢
は
、「
政
治
主
導
で
は
な
く
、
財
務
省
主 

導
」
と
の
批
判
が
被

災
地
か
ら
あ
が
っ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

質 

問 

                   

政 

府 

回 

答 
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一 

「
予
備
費
は
使
途
が
明
確
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
省
庁
の

長
の
要
請
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
が
閣
議
決
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
原
子
力
応

急
対
応
と
し
て
被
災 

自
治
体
が
現
場
の
判
断
で
支
出
で
き
る
も
の
と
し
て
特
定
の

省
庁
の
一
括
し
た
要
請
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
が
閣
議
決
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
財
務
省
か
ら
私
が
聴
い
た
説
明 

は
、
野
田
内
閣
の
方
針
な
の
か
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
七
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
に

お
け
る
当
時
の
野
田
財
務
大
臣
と
し
て
の
「
基
金
の
性
格
付
け
が
決 

ま
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
（
中
略
）
復
旧
復
興
の
予
備
費
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ

の
後
、
本
格
的
な
三
次
補
正
の
編
成
も
入
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、

適
切 

に
予
算
措
置
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
答
弁
と
の
関
係
如
何
。
ま

た
、
基
金
の
ど
の
よ
う
な
「
性
格
付
け
」
が
決
ま
れ
ば
、
予
備
費
で
の
対
応
が
で
き

る
の
か
、
被
災
地
に
寄
り 

添
っ
た
立
場
で
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

 

二 

基
金
の
造
成
に
関
す
る
予
算
要
求
は
、
各
省
（
大
臣
）
が
設
置
法
に
基
づ
く
所

掌
事
務
の
範
囲
で
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
設
置
法
の
範
囲
外
の
事
項
に
つ
い
て
予

算
要
求
は
一
切
認
め 

ら
れ
な
い
の
か
。
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は

何
か
。
ま
た
、
野
田
内
閣
に
は
、
今
般
の
震
災
対
策
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
現
状
を

改
善
し
よ
う
と
す
る
意
思
は
あ
る
の
か
。
あ 

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
改
善
策
の
具

体
的
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

質 

問 

  

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 

お
尋
ね
の
予
備
費
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）

第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
予
備
費
の
使
用
を
必
要
と
認
め
る

と
き 

は
、
理
由
、
金
額
及
び
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書
を
作
製
し
、
こ
れ
を
財

務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
各
府
省
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

設
置
法
に
規
定 

さ
れ
た
所
掌
事
務
に
基
づ
き
、
使
途
・
金
額
等
の
具
体
的
な
内
容
を
確
定

し
た
上
で
要
求
を
行
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
お
尋
ね
の
予
算
要
求
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
、
内
閣

総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
は
、
そ
の
所
掌
に
係
る
歳
出
等
の
見
積
に
関
す
る
書
類
を
作
製

し
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
各
府
省
は
、

こ
れ
に
従
い
要
求
を
行
う
こ
と
に
な
る
。 

 

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
早
期
の
復
旧
・
復
興
を
図
る

た
め
、
東
日
本
大
震
災
復
旧
・
復
興
予
備
費
や
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
等
に

よ
り
適
切
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
野
田
財
務

大
臣
（
当
時
）
の
答
弁
も
こ
の
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

  

  

政 

府 

回 

答 
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三 

内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
七
号
「
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
、
災
害
復
旧
及

び
災
害
か
ら
の
復
興
（
中
略
）
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項
」
、
同
条

第
八
号
「
前
号
に
掲 

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
防
災
に
関
す

る
事
項
」
及
び
同
条
第
三
項
第
十
四
の
二
号 

「
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

宣
言
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態
応
急
対
策
に
関
す
る 

事
項
の
指
示
及

び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
を
行
う
こ
と
並
び
に
同

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
設
置
及
び
運
営
に
関

す
る
こ 

と
」
に
基
づ
き
、
第
一
次
補
正
予
算
及
び
第
二
次
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ

た
事
業
名
及
び
予
算
額
を
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。「
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に

よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に 

関
す
る
法
律
」
の
第
十
四
条
に
基
づ
く
「
原
子
力

被
害
応
急
対
策
基
金
」
を
法
律
に
規
定
す
る
一
定
の
自
由
度
を
担
保
し
た
形
で
、
こ

れ
ら
の
所
掌
事
務
の
範
囲
で
予
算
要
求
で
き
な
い
の 

か
。
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

四 

九
月
二
十
八
日
付
け
福
島
民
報
に
一
面
で
、「
原
子
力
被
害
対
策
・
県
基
金
創

設
見
送
り
」
と
い
う
見
出
し
の
下
、
野
田
内
閣
が
第
三
次
補
正
予
算
と
し
て
「
原
子

力
被
害
応
急
対
策
基 

金
」
の
計
上
を
行
わ
な
い
方
針
を
決
定
し
た
と
あ
り
、「
法
制

化
さ
れ
た
の
に
貴
重
な
財
源
が
失
わ
れ
る
」、「
県
民
の
苦
し
み
を
忘
れ
た
か
」
と
の

地
元
の
嘆
き
と
と
も
に
、
野
田
政
権
が 

野
党
提
出
の
法
律
に
冷
た
く
対
応
し
た
こ

と
を
、「
政
争
の
具
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
本
議
員
立
法
の
発
議
者
の
一
人
と
し
て
、
自
主
避
難
者 

へ
の
支
援
、
福
島

全
県
民
が
求
め
て
い
る
「
精
神
的
損
害
」
へ
の
対
応
、
幅
広
い
間
接
被
害
者
へ
の
支

援
な
ど
、
原
子
力
損
害
紛
争
審
査
会
の
中
間
指
針
で
は
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
（
又

は 

そ
の
適
用
が
不
明
確
な
）
事
業
で
あ
っ
て
、
早
期
救
済
が
必
要
な
も
の
と
し
て

被
災
自
治
体
が
応
急
対
応
し
う
る
基
金
を
、
第
三
次
補
正
予
算
に
計
上
す
べ
き
と
考

え
る
が
、
被
災
地
に
寄
り 

添
っ
た
立
場
で
、
前
記
一
の
七
月
二
十
五
日
の
国
会
答

弁
を
行
っ
た
野
田
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
は
財
務
大
臣
）
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

三
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
七
号

及
び
第
八
号
並
び
に
第
三
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
度
第
一

次
補
正
予
算
及
び
第
二
次
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ
た
歳
出
の
追
加
事
項
は
な
い
。 

 

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
被
害
応
急
対
策

基
金
の 

財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
補
助
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
設

置
法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
三
項
第
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
所

掌
事
務
の
範
囲
外 

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
て
同
事
業
に
係
る
予
算
を
要
求
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

 

     

四
に
つ
い
て 

 

政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
原
子
力
被
害
応
急
対
策
基
金
を
設
け
る
と

い
う
具
体
的
な
計
画
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
今
後
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
具
体
的
な
要

望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
ま
た
、
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
原
子
力
損

害
の
範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
中
間
指
針
」（
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
原
子
力
損
害
賠
償

紛
争 

審
査
会
決
定
）
に
お
い
て
賠
償
す
べ
き
損
害
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
損
害
に
つ
い

て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
要
望
等
も
踏
ま
え
、
自
主
避
難
者
へ
の
支
援
も
含
め
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
て 
ま
い
り
た
い
。 

 
 

政 

府 

回 

答 
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五 

複
数
の
省
庁
が
予
算
要
求
し
て
造
成
さ
れ
た
基
金
に
お
い
て
、
特
定
省
庁
が
措

置
し
た
資
金
を
他
の
事
業
に
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
理
由
は
何 

か
。
第
二
次
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ
た
原
子
力
被
災
者
・
子

ど
も
健
康
基
金
及
び
一
般
的
な
基
金
を
例
に
し
て
示
さ
れ
た
い
。
仮
に
、
財
務
省
を

含
む
関
連
他
省
庁
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合 

は
他
の
事
業
に
使
用
す
る
こ
と
は
可

能
か
。
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
的
措
置
を
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
れ

ば
可
能
と
な
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

    

六 

九
月
二
十
六
日
、
国
と
沖
縄
県
に
よ
る
沖
縄
政
策
協
議
会
の
部
会
を
開
き
、
よ

り
自
由
度
の
高
い
一
括
交
付
金
の
創
設
を
柱
と
す
る
「
新
た
な
沖
縄
振
興
策
の
検
討

の
基
本
方
向
」
を
提 

示
し
た
。
ど
の
よ
う
な
「
所
掌
事
務
」
を
根
拠
に
一
括
交
付

金
を
計
上
す
る
こ
と
と
な
る
の
か
、
そ
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

「
よ
り
自
由
度
の
高
い
」
一
括
交
付
金
と
し 

て
、
今
ま
で
予
算
計
上
さ
れ
た
実
績

が
あ
れ
ば
、
そ
の
事
業
名
及
び
予
算
額
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
今

般
の
東
日
本
大
震
災
及
び
原
発
事
故
の
被
害
を
受
け
た
自
治
体
に
対 

し
て
も
同
様

に
「
よ
り
自
由
度
の
高
い
」
一
括
交
付
金
を
交
付
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

五
に
つ
い
て 

 

お
尋
ね
の
「
他
の
事
業
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一

般
に
、
国
の
補
助
金
等
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
基
金
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算

の
執
行
の 

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
法
令
の
定
め
並
び
に
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に

付
し
た
条
件
等
に
従 

い
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二

十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ
た
放
射
線
量
低
減
対
策
特
別
緊
急
事
業
費
補
助

金
及
び
原
子
力
被
災
者
健
康
確 

保
・
管
理
関
連
交
付
金
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
お
尋
ね
の
福

島
県
原
子
力
被
災
者
・
子
ど
も
健
康
基
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
補
助
金
の
交
付
要
綱
及
び

当
該
交
付
金
の
交
付
規
則
に
定
め
る
対
象 

事
業
の
範
囲
内
で
事
業
を
行
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。 

 

六
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
け
る
沖
縄
振
興
の
た
め
の
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
は
、「
平

成
二
十
四
年
度
予
算
の
概
算
要
求
組
替
え
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

閣
議 

決
定
）
や
同
年
度
予
算
に
お
け
る
地
域
自
主
戦
略
交
付
金
の
制
度
設
計
等
を
踏
ま

え
、
具
体
的
な
制
度
設
計
を
含
め
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
現
時
点
に
お 

い
て
、
お
尋
ね
の
「
所
掌
事
務
」
及
び
「
「
よ
り
自
由
度
の
高
い
」
一

括
交
付
金
と
し
て
、
今
ま
で
予
算
計
上
さ
れ
た
実
績
」
に
つ
い
て
お
示
し
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。 

 
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
「
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本

部
決 

定
）
に
お
い
て
、
使
い
勝
手
の
よ
い
自
由
度
の
高
い
交
付
金
（
以
下
「
復
興
交
付
金
」

と
い
う
。
）
を
創
設
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
そ
の
具
体
化
に
向
け
た
作
業
を
行

っ
て
い
る 

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

政 

府 

回 

答 



5 

 

   

    

 

七 

今
後
、
復
興
庁
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
設
置
さ
れ
た
場
合
、
本
主
意

書
に
お
い
て
例
示
し
た
よ
う
な
基
金
事
業
な
ど
、
複
数
省
庁
に
分
散
計
上
さ
れ
て
い

る
復
旧
・
復
興
関
連 

予
算
を
一
括
し
て
移
替
え
、
そ
の
執
行
、
会
計
検
査
な
ど
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
行
え
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
基
金
予
算
の
中
の
細
分
化
し
た

勘
定
も
統
合
す
る
な
ど
し
て
、
被
災
地
に 

と
っ
て
使
い
や
す
い
予
算
を
実
現
す
べ

き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

七
に
つ
い
て 

 

復
興
庁
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
に
お
い

て
、「
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
国

の
施 

策
に
関
し
、
既
存
省
庁
の
枠
組
み
を
超
え
て
地
方
公
共
団
体
の
ニ
ー
ズ
に
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
た
め
、
復
興
庁
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
」
と
さ

れ
て
お
り
、
こ 

れ
を
踏
ま
え
、
現
在
、
被
災
地
か
ら
の
提
案
や
要
望
へ
の
一
元
的
な
対
応
、

復
興
交
付
金
に
関
す
る
事
務
等
を
行
う
方
向
で
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

   
   

  

政 

府 

回 

答 


